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１ １ 新型コロナウイルス感染症について 

□厚生労働省・岩手労働局の新型コロナウイルス感染症に関する主な対応 

※最新の情報は、 
厚生労働省ＨＰ  
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 
岩手労働局ＨＰ 
https://jsite.mhlw.go.jp/iwateroudoukyoku/choutatsu_uriharai/nyusatsu_00008.html 
で確認できます。 
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●特別相談窓口の開設 
◇設置場所 
岩手労働局 雇用環境・均等室（盛岡第２合同庁舎５階）（２月１４ 日から設置） 

職業対策課分室（マリオス６階）(３月２３日から設置) 
各労働基準監督署・ハローワーク(３月２３日から設置) 
◇問い合わせ先等 
それぞれの窓口で対応する相談内容、問い合わせ先は２、３ページのとおりです。 

●雇用調整助成金の特例措置の拡大 
特例措置が更に拡大されました。その内容は４ページのとおりです。 
◇問い合わせ先 
上記１の「岩手労働局 職業対策課分室」 

●新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設 
◇問い合わせ先（令和２年３月１３日から） 
学校等休業助成金・支援金コールセンター（土日・祝日を含む9:00～21:00） 
電話 0120－60－3999 

●時間外労働等改善助成金（テレワークコース、職場意識改善コース）の特例 
◇問い合わせ先 
岩手労働局 雇用環境・均等室 
電話 019－604－3010 
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※ ６月30日までの間、４ページのとおり、特例措置が拡大されています。 
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主なトピックス 

いわて働き方改革ポータルサイトがリニューアル！ 

□県内企業の取組事例や働き方改革に関連する情報を総合的に発信します。 

  県内企業の取組事例紹介や、働き方改革ガイドブック、ミニ動画など、取組に役立つ情報を掲載していま
す。 

 また、国や県の子育てや女性活躍に関する認定制度、各制度の紹介ホームページへのリンクも掲載するな
ど、働き方改革や子育て・女性活躍支援に関する情報を総合的に掲載しています。 

 いわて働き方改革推進運動に参加宣言をいただくと、ポータルサイトへ掲載し、企業の取組を発信すること
ができます。 
 県内でも取組が広がっているいわて働き方改革推進運動に、参加してみませんか？ 

 問い合わせ先 
岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 電話：019-629-5581 
 FAX：019-629-5589 / メールアドレス：AE0005＠pref.iwate.jp 

 問い合わせ先 
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【厚生労働省】働き方・休み方改善ポータルサイト 

 働き方改革の取組を進め、働き方・休み方の改善を進めていくには、企業の実態を踏まえた上で、経営
トップが見直しなどの判断をしていくことが重要です。  
 厚生労働省の働き方・休み方改善ポータルサイトでは、企業・社員の方が「働き方・休み方改善指標」を
活用して自己診断を行うことができます。 
 この度、企業向け、社員向けのいずれについても診断機能をリニューアルし、新しい機能を追加しました。 
 企業向けの指標を活用して診断を行っていただくと、企業として優先的に行うべき取組提案が示されます
ので、自社の課題や取組内容を分析・検討するために活用いただくほか、社員向けの診断機能により、社
員の職場環境に対する認識や、日頃の仕事の進め方などを把握し、職場において改善が必要な取組を検
討する際にも活用することができます。 
 また、本ポータルサイトでは、診断機能以外にも、複数企業の働き方・休み方に関する取組事例や課題
別の仕事の進め方などの対策、シンポジウムなどの日程も確認することができます。 
 ぜひご活用ください。 
 

厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」 
https://work-holiday.mhlw.go.jp/ 
 
ぜひ、ご活用ください！ 

２ 

https://work-holiday.mhlw.go.jp/
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
https://work-holiday.mhlw.go.jp/
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 岩手県労働委員会では、県内の労働者団体、使用者団体を対象に、より良い労使関係を築くための
知識や労働委員会の紛争解決制度などを解説する出前講座を実施しています。 

 経験豊富な岩手県労働委員会の委員が講師となり、労働委員会で実際に発生した事例等を交えなが
ら、労使関係で留意すべき点などについてお話します。 
 会議や研修会等に、ぜひご利用ください。 

３ 
１ 
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岩手県労働委員会委員による出前講座のお知らせ 

出前講座の概要   ※詳細はお問い合わせください 

講師 県労働委員会の委員 

対象 県内の使用者団体・労働者団体の会議や研修会など 

日程等 できる限りご希望に沿うように調整しますので、希望日及び時間をご相談ください。 

経費 
講師派遣に要する費用は、県労働委員会が負担します。 
（講演料、旅費は不要です。） 

申込方法 
開催予定日のおおむね２か月前までに、県労働委員会事務局にお申し込みくださ
い。 

岩手県労働委員会事務局 電話 019-629-6277 

盛岡市中央通1-7-25 朝日生命盛岡中央通ビル３階 

岩手県労働委員会 検索 

セミナー、イベント情報 

近々開催されるセミナー、イベント情報をご紹介します！ 

お申込み・問い合わせ先 

月例無料労働相談会の概要 

開催日 令和２年４月２４日（金）、令和２年５月２２日（金） 

相談時間 １人４５分(１３：００～１４：４５) 

相談会場 
盛岡市中央通1-7-25 
朝日生命盛岡中央通ビル３階（労働委員会委員室） 

予約受付 
電話 0120-610-797  (平日８：３０～１７：１５。通話無料。)   
※開催日の前日12時まで 

受付人数 各相談日２人まで（先着順） 

2 
職場のトラブルで悩んでいませんか？ 
岩手県労働委員会の委員が相談に応じます。 

※詳細については20ページに掲載 

 労働問題に詳しく豊富な知識と経験のある労働委員会の委員が、労使間の問題解決に向けて、毎月
無料でアドバイスします。 
 ひとりで悩まず、まずはご相談ください。秘密は守ります。 

ホームページ 

問い合わせ先 岩手県労働委員会事務局 労働相談なんでもダイヤル 電話 0120-610-797  
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１ ４ 
労働関係法令等の改正 

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります！ 
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岩手労働局雇用環境・均等室 電話 019-604-3010  問い合わせ先 
22 
 



  

2 「改正女性活躍推進法」が施行されます！ 
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3 ３６協定で定める事項が変わりました。 
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岩手労働局労働基準部監督課 電話 019-604-3006 
※詳しくは最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。 

 問い合わせ先 
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岩手労働局雇用環境・均等室  電話 019-604-3010  問い合わせ先 

５ 
県の取組み 

1 
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障がい者委託訓練のご案内 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 県では、女性の活躍推進に向けて積極的に取り組む企業等を「いわて女性活躍認定企業等（ステップ１）」、
「いわて女性活躍認定企業等（ステップ２）」として認定しています。 

 ～女性活躍推進に取り組む企業等を認定しています～ 

認定のメリット（ステップ１、ステップ２共通）は次のとおりです。 

認定のメリット（ステップ２のみ） 

その他 

６ 
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いわて女性活躍企業等認定制度について １ 

・女性の活躍推進に取り組む企業等として、イメージがアップし、社会的評価が高まります。 
・県のホームページ等により、広く県民に紹介します。 
・職業安定所の求人登録票に表示できます。 

・復興局が実施する「地域基幹産業人材確保支援事業費補助金」の「職場環境改善事業」の補助要件と
なっています（最大200万円）。 

・県単融資制度（県商工観光資金）にかかる保証料率の引き下げ（0.05%）の対象になります。 
・日本政策金融公庫の特別貸付制度「働き方改革推進支援資金（地公体推進施策関連）」を利用できます。 
・県が発注する特定の施策に係る物品納入（10万円以下）と印刷物製作業務（30万円以下）の契約について
優先されます。 
・2019・2020県営建設工事競争入札参加資格審査基準の技術等評価点数の加点項目に追加されます。 
・企業局「いわて復興パワー」において、東北電力（株）が指定する高圧契約をしている場合に、電気料金割
引の対象となります。 
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申請書のダウンロード 
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/1004930/1004931.html 

 問い合わせ先 岩手県環境生活部 若者女性協働推進室  
女性活躍支援担当 電話 019-629-5348 



  

2 「いわて子育てにやさしい企業等」の認証について 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今年度の制度改正について 

対象 

申請先 

岩手県保健福祉部 子ども子育て支援室  
次世代育成担当 電話 019-629-5456 

問い合わせ先・申請書提出先 

申請書のダウンロード 
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kosodate/shoushika/1003469/1003472.html 
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 県では、仕事と子育ての両立支援など男女が共に働きやすい職場環境づくりに取り組む企業等を認証し、
顕著な成果があった企業を表彰しています。 
 県内の多くの企業等からの申請をお待ちしています。 

○認証基準への追加 
 ・「職場等における搾乳や授乳のための環境の整備」 
 
○認証のメリットへの追加 
 ・「いわて復興パワー」において東北電力㈱が指定する高圧契約種別における電気料金割引の対象。                 
（Ｈ31.1） 
 ・復興局の地域基幹産業人材確保支援事業の職場環境改善事業の補助要件。 
（Ｈ31.4） 
 ・2019・2020県営建設工事競争入札参加資格審査基準の技術等評価点数の加点項目への追加。           
（R1.6） 

 県内に本社又は主たる事務所があり、常時雇用する労働者の数が100人以下の中小企業等です。 
 
○認証基準 
1.次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、岩手労働局に届け出ているこ
と。 
2.子育て支援を推進する取組を行っていること。 
3.育児・介護休業法に沿った育児休業制度及び 2 で盛り込んだ項目を、就業規則又は労働協約に規定
していること。 
4.「応援宣言」または、「企業内子育て支援推進員」を配置していること。 

•子育て支援に取組む企業等として、イメージがアップし、社会的評価が高まります。 
•職業安定所の求人登録票に表示できます。 
•県単融資制度（県商工観光資金）にかかる保証料率の引下げ（0.05%）の対象になります。 
•県が発注する特定の施策に係る物品納入（10万円以下）と印刷物製作業（30万円以下）の契約につ
いて優先されます。 
• 公益財団法人いきいき岩手支援財団の「子育てにやさしい職場環境づくり助成金」の対象になりま
す（最大30万円）。 
•日本政策金融公庫の特別貸付制度「働き方改革推進支援資金（地公体推進施策関連）」を利用で
きます。（特別利率（1）の適用0.76％～） 
•2019、2020県営建設工事競争入札参加資格審査基準の技術等評価点数の加点項目への追加 
•復興局が実施する「地域基幹産業人材確保支援事業費補助金」の「職場環境改善事業」の補助要
件となっています(最大100万円)。 

認証のメリット 

 「申請書」を最寄の広域振興局等に提出してください。 



3 女性活躍と子育て支援に取り組む企業等を募集します！ 
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